
令和７年９月 

事業主 様 

大阪府電気工事健康保険組合 

 

インフルエンザ予防接種補助金について 

 

 平素は健康保険組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 昨年度に引き続き、本年度も１０月よりインフルエンザ予防接種を受けた方に補助金を支給しますの

で、下記の通りご案内いたします。(１０月中旬配布予定の「けんぽだより」にも掲載いたします。) 

 

記 

 

受 給 資 格  当健康保険組合の被保険者及び被扶養者の方 

㊟ 事業所が支払った領収書は無効となりますので、ご注意ください。 

対 象 期 間  令和７年１０月１日から令和８年２月２８日まで 

請 求 期 間  令和８年３月６日(金)必着 

㊟ 当該年度事業のため、期日を越えた請求は認められません。 

補助金の支給  実施期間内に１回のみとします。 

補助金の額   

 

本人１,５００円、家族１,０００円を上限として支給します。 

㊟ 接種費用が上限(本人１,５００円、家族１,０００円)に満たない場合は、実際

にかかった接種費用を支給します。 

 

◎インフルエンザ補助金請求方法  

  

①「インフルエンザ予防接種補助金支給申請書」に必要事項を記入または入力し、領収書（原本）を

添付してください。 

 

 

  

    記載のない領収書、レシートは対象外です。 

接種者の氏名が書かれていることを必ず確認してください。 

 

②被保険者からの申請書をとりまとめのうえ、同封しております「インフルエンザ予防接種補助金取

りまとめ表」と一緒に送ってください。 

 ・ある程度まとまってから、取りまとめ表と一緒に送っていただきますようお願いいたします。 

全請求期間中を一括でまとめる必要はありません。月に一度等、ご送付ください。 

   その際には取りまとめ表はコピー、もしくはダウンロードしてご使用ください。 

  ・申請書は健康保険の番号順にしていただきますようお願いいたします。 

   一枚に多人数まとめる場合も、番号順に記載をしてください。 

   今年度より、多人数の申請される場合は、必ずホームページに掲載しております申請書（記入用・

Excel入力用）をご利用ください。独自に作成された申請書は受け付けられませんので、必ず申請書

をダウンロードのうえ、作成してください。 

 

 ③組合から事業所(会社)宛に補助金を支給します。（その際に明細を送付します） 

 

記載方法等、ご不明な点がございましたら健康保険組合（ＴＥＬ０６－６４８６－９０１３）まで

ご連絡ください。 

領収書の記載について 以下の記載があることを必ず確認してください。 

●予防接種日 ●氏名 ●金額 ●予防接種の名称 ●医療機関名 ●領収印 



◎皆様から多く寄せられたご質問です。 

 

Ｑ１ ２回予防接種するのですが、２回とも請求できますか？ 

Ａ１ できません。 

その場合、どちらか１回の領収書で１回分のみご請求ください。 

２回分請求されても、１回分のみの支給となります。 

  

Ｑ２ 家族全員で１枚の領収書です。どうしたらいいですか？ 

Ａ２ １枚の領収書でも請求できます。 

ただし、領収書には「接種された方全員の氏名」「インフルエンザの予防接種の代金で

あること」「予防接種の単価」の明記が必要です。 

  

Ｑ３ レシートで請求してもいいですか？ 

Ａ３ レシートでも請求できます。 

ただし、「接種された方の氏名」「インフルエンザ予防接種の代金であることの明記」

「医療機関の記入者の印」が必要です。 

  

Ｑ４ 個人単位で請求してもいいですか？ 

Ａ４ 従来から、保険給付等健康保険組合のお支払方法は事業主様にまとめてご請求してい

ただいております。この請求につきましても事業所でとりまとめのうえ、「インフルエ

ンザ予防接種補助金取りまとめ表」と一緒にご請求ください。 

全期間中を一括でまとめる必要はありません。 

月に一度送付、というように、まとめていただきますようお願いいたします。 

  

Ｑ５ 市の補助で、１,０００円で予防接種を受けたのですが請求できますか？ 

Ａ５ できます。 

ただし、領収書の記載事項は前述と同様、必須です。 

（領収書ではなく、補助金を受けられた証明等だけでは受け付けられません） 

また、その場合被保険者の方は、１，５００円ではなく、１，０００円の補助金支給

となります。 

  

Ｑ６ 一度に申請する人数が多く、申請書の欄が足りません。 

Ａ６ ホームページに多人数用の申請用紙を掲載しておりますので、そちらをダウンロード

のうえ、ご利用ください。３０名まで記入できます。（手書きでの記入用・Excelでの

入力用の用紙を作成しています） 

※その際は必ず健康保険の番号順にしてください。 

 

Ｑ７ 領収書に他の医療費も載っており、医療費控除に使いたいのですが領収書は返しても

らえますか？ 

Ａ７ 領収書をお返しすることは出来かねますので、可能であればインフルエンザの領収書

は別にしてもらってください。 

 

Ｑ８ 支店に勤務していますが、取りまとめ表の事業所名称・所在地等はどう記載したらい

いですか？ 

Ａ８ 取りまとめ表の事業所名称等については、被保険者証に記載されているものと同じ、

本社の名称・所在地を記載してください。 

 


